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令和４年度大阪府新型コロナウイルス感染症帰国者・接触者外来等設備整備事業の追加募

集及び変更交付申請の周知について（依頼） 

 
 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

大阪府より標記通知が発出されましたので、下記の通りお知らせいたします。 

貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

なお、本通知は大阪府から診療・検査医療機関等へ直送される点を申し添えます。 

 

記 

 

●大阪府通知より抜粋（詳細は大阪府ホームページをご参照ください） 

 

＜事業概要＞ 

１．補助事業

者 

府内の「帰国者・接触者外来」若しくは「地域外来・検査センター」を設置する医療機関

又は府が指定する「診療・検査医療機関」 

 
２．対象経費及び基準額 

■対象経費：帰国者・接触者外来等の設備を購入するために必要な備品購入費等 

※新型コロナウイルス感染症に係る外来診療（発熱外来診療）を提供するための設備で、 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までに納品があり、整備が完了した設備等に要した費用が補助対

象です。 

 

■基準額：以下①～⑤のとおり 
 

①HEPAフィルター付空気清浄機 

（陰圧対応可能なものに限る） 

９０５，０００円（１施設当たり） 

②HEPAフィルター付パーテーション ２０５，０００円（１台当たり） 

大阪府知事が必要と認めた台数 

③個人防護具 

 
 

※新型コロナウイルス感染症患者等への対応に必要

な数量で、かつ、令和４年９月 30 日までに使い切れる

もの 

３，６００円（１人当たり） 

大阪府知事が必要と認めた人数分 

・上限：183 日分 

・帰国者・接触者外来等の診療において対応する医療従事者等の数 

④簡易ベッド ５１，４００円（１台当たり）大阪府知事が必要と認めた台数 

⑤簡易診療室及び付帯する備品 実費相当額 



３．補助率：１０／１０ 

 

 

４．申請に対する注意事項 

・原則として、令和４年度に診療検査・医療機関に指定された医療機関が対象です令和２年度・令和３

年度に本補助金の交付を受けていない医療機関が対象です。 

・令和４年度にすでに申請し、交付決定を受けた医療機関が追加申請する場合は、個人防護具のみが対

象です。 

・令和２年度・令和３年度に一度でも本補助金の交付を受けたことがある医療機関は、①個人防護具  

②令和２年度・令和３年度に申請し、令和４年度も継続する簡易診療室のリース料について申請可能。 

※令和４年度に新たに生じた特段の状況の変化等があった場合は、個別にご相談ください）。 

 

●提出期限 令和４年９月９日（金曜日）【必着】 ※期限後の申請は受付不可 

●提出先・問合せ先 

・大阪府健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課 病院支援グループ 

（外来補助金担当）あてメールアドレス：coronashisetsu@gbox.pref.osaka.lg.jp 

（直通電話番号：０６－４３９７－３２５３） 

 

●大阪府ホームページ 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshoshien/gairai4/index.html 

 

 
 

   

【担当】 

大阪府医師会 

地域医療１課（TEL:06-6763-7012） 
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